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国際コンテナ戦略港湾への「集貨」

「国際コンテナ戦略港湾政策推進委員会 最終とりまとめ」フォローアップ

国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」

○港湾運営会社に対する集貨支援制度の創設【別添１】

○インセンティブ措置の見直しに向けた港湾管理者等への協力要請

国際コンテナ戦略港湾への「集貨」

○コンテナターミナルの直接貸付による港湾コストの削減

【別添１０】

国際コンテナ戦略港湾の「競争力強化」

○インセンティブ措置の見直しに向けた港湾管理者等への協力要請

【別添２】

○港湾計画書ガイドラインの変更【別添３】

○空コンテナ蔵置場の確保【別添１１】

○高規格コンテナターミナルの整備【別添１２】

○積替機能強化のための実証事業の創設【別添４】

○内航船定員規制の緩和【別添５】

○コンテナ搬出入予約制【別添１３】

○ターミナルオペレーションシステム（TOS）の相互連携

【別添１４】
○コンテナ貨物の鉄道輸送の促進に向けた調査検討

【別添６】

○コンテナ貨車に対する固定資産税の課税標準の軽減

【別添１４】

○北東アジア物流情報ｻｰﾋﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ（NEAL-NET）の拡大

【別添１５】
○コンテナ貨車に対する固定資産税の課税標準の軽減

【別添７】

○国際海上コンテナの陸上輸送の安全性の確保

【別添８】

○国の出資制度の創設【別添１６】

○広域的な港湾運営・管理のあり方【別添１７】

【別添８】

国際コンテナ戦略港湾背後への
産業集積による「創貨」

○流通加工機能を有する物流施設に対する無利子貸付

【別添９】
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国際コンテナ戦略港湾の港湾運営会社に対する集貨支援制度の創設 別添１

国際コンテナ戦略港湾における基幹航路の維持・拡大を図るため 経営統合した港湾運国際コンテナ戦略港湾における基幹航路の維持・拡大を図るため、経営統合した港湾運
営会社の集貨事業等の経費の一部を補助する「国際戦略港湾競争力強化対策事業」を
実施する。

事業スキーム

国

集貨事業イメージ

港湾運営会社

補助
（事業費の１／２）

国際戦略港湾
利用への転換

釜山港等

京浜港
阪神港

港湾運営会社

補助対象事業

○基幹航路維持・拡大に資する集貨事業
○渋滞対策に資する事業

転換させた貨物に対し、
イ セ ブを港湾運営会社が事業対象者

阪神港

京浜港

外航船社

内航船社

インセンティブを港湾運営会社が
事業対象者に付与 等

京浜港内航船社

荷主
等
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インセンティブ措置の見直しに向けた港湾管理者等への協力要請

【海事プレス 平成26年7月31日（木）8頁】○発出日：平成２５年６月６日
○発出者：国土交通省港湾局長

別添２

○発出者：国土交通省港湾局長
○発出先：重要港湾以上の各港湾管理者
○協力要請文書の内容：

（抜粋）（抜粋）
「国際コンテナ戦略港湾政策が、政府としての最重要
プロジェクトであり、本政策が国民の雇用と所得を守る
ための政策であることをご理解頂き、現在、外航航路
に対するイ セ テ ブを実施され る場合には 国に対するインセンティブを実施されている場合には、国
際コンテナ戦略港湾への集荷を担う内航フィーダー航
路・貨物に対しても、同等以上のインセンティブ措置を
講じて頂きますようお願いいたします。」講じて頂きますようお願いいたします。」

「国土交通省としては、国際コンテナ戦略港湾と国内
各港を結ぶ内航フィーダー航路を『国際フィーダー航
路』という名称に改め 国際 ンテナ戦略港湾政策の路』という名称に改め、国際コンテナ戦略港湾政策の
一環としての集荷対策を強化してまいります。 」

釜山港等でのトランシップを助長するインセンティブを行っている

○要請に対応した港湾管理者等：
下関港 釜山港でトランシップされる貨物を除外(2014 1 )

釜山港等でのトランシップを助長するインセンティブを行っている
管理者に対し、港湾局長から個別要請を行っているところ

下関港：釜山港でトランシップされる貨物を除外(2014.1～)

広島･福山港：釜山港でトランシップされる貨物を除外(2014.4～)

徳島小松島港：釜山港でトランシップされる貨物を除外(2014.4～)

八戸港：京浜港を経由する貨物に対し、助成金を加算(2014.6～) 3



【背景・課題】

コンテナターミナル着岸時における内航コンテナ船の運用改善 別添３

【背景 課題】

内航コンテナ船が外貿コンテナターミナルに直付けする際、着岸・荷役順で外航コンテナ船に劣後
する等、外内貿コンテナの一体的な取扱において内航コンテナ船への不利な運用が存在。

【対応策】

○「外内貿コンテナ埠頭計画」の導入○「外内貿コンテナ埠頭計画」の導入

内航コンテナ船の不利な運用を改善するため、港湾計画上の取扱として、「外内貿コンテナ埠頭
計画」を導入。

（記載例）（記載例）
Ⅲ 港湾施設の規模及び配置

１ 公共埠頭計画
１－１ ○○地区１ １ ○○地区
（１）外内貿コンテナ埠頭計画

コンテナ船の大型化に対応する高規格コンテナターミナルを形成するとともに、国際フィーダー航路
による集荷を図るなどのために外内貿コンテナを一体的に取扱い、国際競争力の強化を図る。

○「港湾計画書作成ガイドライン（改訂版）」の変更と周知

・水深１８ｍ 岸壁２バース 延長９４０ｍ（コンテナ船用）A１～A2
・埠頭用地 １０７ｈａ （荷捌施設用地及び保管施設用地）

○「港湾計画書作成ガイドライン（改訂版）」の変更と周知
上記の内容を反映させるため、平成26年３月に「港湾計画書作成ガイドライン（改訂版）」を変更

するとともに、関係港湾管理者に対して周知を図った。
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国際コンテナ戦略港湾における積替機能強化のための実証 別添４

国際コンテナ戦略港湾における外内貿コンテナの積替機能を強化するため、円滑な積
替 支障とな る内航船 沖待ち 複数バ 寄 を解消するととも 複数事業替の支障となっている内航船の沖待ちや複数バース寄りを解消するとともに、複数事業
者による荷役作業の協力体制構築のための検証を通じて、外内貿連続バースの一体的
運営を促進する「国際コンテナ戦略港湾貨物積替機能強化実証事業」を実施する。

内航船

【現状】 【実証事業※】

内航船は複数

外航船優先のため内航船は沖待ち

内航船優先バ

内航船の沖待ち解消内航船の
複数バース寄り解消

内航船

内航船

外航船

②バース ③バース①バース内航船
優先

内航船は複数
バース寄りが必要

内航船優先バース
への入港

一括で荷役

複数バ ス寄り解消

②バース ③バース①バース

外航船

内航船

バース

荷役作業の
協力体制

横持ち輸送

※実証事業の内容
○内航船優先バースを確保

【将来の姿】
空いているバースへ入港可能

○外貿バースへの効率的な積替輸送を行う
経費（横持ちの経費等）を支出

○荷役作業の協力体制構築のための検証

体 営 情報 有 す

空いているバ ス 入港可能
内航船

②バース ③バース①バース

効率の良い
バース運営

○一体的運営のための情報共有に関する
調査検討 荷役作業の協力体制

外内貿連続バースの一体的運営

5



内航船定員規制の緩和措置新技術導入動向を踏まえた内航船定員規制の緩和措置

新技術導入動向を踏まえた内航船定員規制の緩和措置について、関係者間の理解醸

別添５

高度船舶安全管理システムの概要

新技術導入動向を踏まえた内航船定員規制の緩和措置について、関係者間の理解醸
成を前提に検討する。

船陸間通信

＜船舶側＞
(1)機関センサー
(2)機関情報

＜陸上側＞
(1)機関診断システム
(2)船陸間通信装置

船舶の推進機関の状態を陸上から遠隔
監視及び診断を行い、当該監視等の結
果に基づき推進機関の状態に応じた適

船陸間通信
安全管理ネットワーク

(2)機関情報
モニタリング装置

(3)船陸間通信装置

(2)船陸間通信装置
(3)データ処理サーバー

陸上から主機関の
状態監視・診断

切な保守管理を行うことで、推進機関の
重大な故障等の未然防止を図るととも
に、機関部の省力化に資するシステム

○船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令（昭 政令 ）別表第一第二号表（機関部）58 13

遠 洋 区 域 近 海 区 域 沿 海 区 域機 関 部
平 水 区 域

今後の取り組み

平成24年7月より 限定近海を航行

特例措置（機関部職員１名減）

引き続き、関係者の理解
醸成を前提に、高度船
舶安全管理システムに
係る特例措置適用船舶

平 水 区 域
甲 区 域 乙 区 域 丙 区 域航 行 区 域 近 海 区 域

(限定近海区域)

機 一 二 三 機 一 二 三 二 機 一 機 一機 一
等 等 等 等 等 等 等 等 等等

船 舶 職 員 関 機 機 機 関 機 機 機 機 関 機 関 機関 機
関 関 関 関 関 関 関 関 関関

長 士 士 士 長 士 士 士 士 長 士 長 士長 士

一 二 三 三 一 三 四 五 三 四 五 三 四機関出力

平成24年7月より、限定近海を航行
区域とする機関出力1,500kW以上
6,000kW未満の高度船舶において
は、個船ごとに安全性等に問題な
いことを検証・確認（1ヶ月の実船検 係る特例措置適用船舶

の拡大、更には新技術
導入動向を踏まえた内
航船定員規制の緩和措

検 進

三 三 三 四 五 三 四 五 三 四機関出力
四 五（ＫＷ）

級 級 級 級 級 級 級 級 級 級 級 級 級
６,０００

二 二 三 四 三 四 五 五未満

四 五 五 四 五 級 級
級 級 級 級 級 級 級 級

３,０００
二 三 四 三 四 五未 満

級 級 級 級 級 五
級 級 級 級 級 級

００

いことを検証 確認（1ヶ月の実船検
証及び3ヶ月の検証運航）の上で、
特例として、機関部職員の1名減に
よる運航を認めているところ。

置の検討を進める。
１,５００

三 四 五 四 五 四 五 五 六未 満

級
級 級 級 級 級 級 級 級 級

７５０
四 五 五 五 六 六未満

級 級 級 級 級 級

２等機関士
１名減

（参考）
平成26年7月末現在、高度船舶安全管理システム
搭載船舶は10隻。うち3隻に特例措置を適用。
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輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送の促進に向けた調査検討 別添６

日本の港湾における輸出入コンテナ貨物のうち、その国内輸送の９割以上がトレーラー輸送である。
物流のCO２削減ポテンシャルに関する調査の一環として、輸出入コンテナ貨物の鉄道輸送促進に向
けたトンネルの高さ制限等の課題や対応策について調査を実施する。

２億５千万トン

け ンネ 高さ制限等 課題や対応策 調査を実施する。

■ 現状

日本の港湾における
輸出入コンテナ貨物量

モーダルシフト促進のため、
鉄道輸送によるコンテナ輸送の増加が必要

・港湾における輸出入コンテナ貨物
量のうち、その国内輸送は約９割が
トレーラー輸送である。 輸出入コンテナ貨物量

（２０１０年）

日本の鉄道コンテナ輸送量

ト ラ 輸送である。

・鉄道コンテナ輸送量は、港湾にお
ける輸出入コンテナ貨物量の1/12で

国内輸送を
トレーラーから鉄道へ

日本の鉄道コンテナ輸送量
（２０１０年度）

ける輸出入コンテナ貨物量の1/12で
ある。

・鉄道のCO2排出原単位は 営業

２千万トン

・鉄道のCO2排出原単位は、営業
用トラックの1/8である。
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ＪＲ貨物が鉄道貨物輸送の効率化のために取得した機関車・コンテナ貨車に係る
課税標準の特例措置（固定資産税）

背景

別添７

○ ＪＲ貨物が保有する車両のうち国鉄から承継した老朽車両は、依然、機関車の約５割、コンテナ貨車の約３割をそれぞれ占めていることから、環境
に優しい鉄道貨物へのモーダルシフトを推進することによりＣＯ２排出量の削減を図るためには、大量牽引・高速走行が可能な高性能車両への更新
を推進する必要がある。

背景

特例措置の概要

環境に優しい鉄道貨物輸送の大部分を担うＪＲ貨物の高性能車両の導入を促すことにより、鉄道貨物へのモーダルシフトを促進し、ＣＯ２排出量の
削減を図る。

施策の目標

◆特例措置の対象

ＪＲ貨物が取得した大量牽引・高速走行が可能な機関車及び大量積載・高速走行が可能なコンテナ貨車

◆特例措置の内容

特例措置の概要

【JR貨物の機関車・コンテナ貨車の車両数の推移】

固定資産税：課税標準５年間３／５に軽減

適用期限：平成２８年３月３１日まで（平成２６年度から２年間延長）

鉄道貨物輸送の効率化のため、高性能車両の導入が必要不可欠

■機関車

３４６８７新造車両

３０６７９３旧国鉄車両

現在H１０.４ 現在 H２５.４

６５２８８０計

■コンテナ貨車

現在H１０ ４ 現在 H２５.４

７，７７９８，０５５計

５，７８５３，９９３新造車両

１，９９４４，０６２旧国鉄車両

現在H１０.４ 現在 H２５.４

最高速度 ： 95km／h

最高出力 ： 1,147kw

最高速度 ： 110km／h

最高出力 ： 1,920kw
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国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドライン 別添８

○以下に示す①～④の項目についての適正な取扱いを定めた安全輸送ガイドライン（平成２５年６月策定）等の○以下に示す①～④の項目についての適正な取扱いを定めた安全輸送ガイドライン（平成２５年６月策定）等の
周知・取組状況についてフォローアップ調査を実施し、一定程度の浸透が図られていることが確認された。

○平成２６年度においては、引き続き、地方での連絡会議や関係業界主催の講習会等によりガイドラインの更な
る浸透を図るとともに、ガイドラインの着実な実施に向けた取組を行う。

③不適切コンテナの発見及び是正
（全ての関係者）

①運転者による安全運転
（トラック事業者、運転者）

態 確 応 簡 等 適
※１ メジャー等による簡易計測

○コンテナの状態を目視確認、必要に応じて車
両の傾きを簡易計測を実施

○緊締ロックを徹底し、安全な速度で運転

○簡易計測等により不適切コンテナを発見
○不適切コンテナが発見された場合、以下のと

おり荷主まで連絡調整し、是正等を行う
○港湾又はターミナル毎に、不適切コンテナの

発見・是正のルール（発見是正要領）を作成

※１ メジャ 等による簡易計測

左右の高さの差が
５ｃｍ以上で原則是正

常に安全な状態で運送 発見 是正のル ル（発見是正要領）を作成

左端の
高さ

右端の
高さ

常に安全な状態で運送

不具合への対応を円滑化し、
水際で不適切コンテナを排除

トラ ク事業者への運送依頼書に ン

②コンテナ情報の伝達
（受荷主・取次事業者等）

○発荷主はマニュアルに基づき積付
○発荷主に対し適切な積付け依頼

※２不適切コンテナとは過積載、偏荷重、
高重心、その他不具合をいう。

①過積載 ②偏過重 ③高重心 ④損傷等※

トラック事業者への運送依頼書にコン
テナ情報（重量・品目・梱包）を転記

④適切な積付け（受荷主・発荷主）

３２
トン

中身が分からないまま
運送することを防止

不適切コンテナの発生防止

※緊締装置の損傷、内容物の漏れなど、安全に輸送で
きない状態。
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○国際 ンテナ戦略港湾において ンテナ貨物需要の創出に資する流通加工機能を備えた物流施設の埠頭近

国際コンテナ戦略港湾に立地する物流施設の整備に対する支援制度の創設（H２６改正港湾法） 別添９

○国際コンテナ戦略港湾において、コンテナ貨物需要の創出に資する流通加工機能を備えた物流施設の埠頭近
傍への誘致・集積により、ロジスティクス・ハブ機能の強化を図る。

国際コンテナ戦略港湾において 流通加工機能を備えた荷さばき施設（上屋）又は保管施設（倉庫）を整備す

【対象施設】

国際コンテナ戦略港湾において、流通加工機能を備えた荷さばき施設（上屋）又は保管施設（倉庫）を整備す
る民間事業者に対する無利子貸付を行う。

国際コンテナ戦略港湾（京浜港、阪神港）の埠頭の近傍に立地する物流施設（上屋、倉庫）

【貸付比率】

国 ： 港湾管理者 ： 民間事業者 ＝ ３ ： ３ ： ４

流通加工機能を備えた物流施設
（ロジスティクス・ハブ機能の強化）

コンテナターミナル
流通加工機能を備えた物流施設

コンテナタ ミナル

【国際コンテナ戦略港湾における創貨のイメージ】

物流施設における流通加工（包装・梱包）状況
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コンテナターミナルの直接貸付による港湾コストの削減 別添10

○平成２６年４月から、東京港・川崎港においてコンテナターミナルの直接貸付が行われたことにより、全ての○平成２６年４月から、東京港 川崎港においてコンテナタ ミナルの直接貸付が行われたことにより、全ての
国際コンテナ戦略港湾においてコンテナターミナル等の直接貸付が開始。

○これにより、例えば、神戸港では、「2001年比でターミナルリース料の５０％減額」という平成２７年度の達成を
予定していた目標を、１年前倒しで達成（平成２６年１０月からの予定）。

〇大阪港では ンテナ埠頭 ライナ 埠頭 フ リ 埠頭のタ ミナルリ ス料について 平成２６年１０月より〇大阪港では、コンテナ埠頭、ライナー埠頭、フェリー埠頭のターミナルリース料について、平成２６年１０月より
減額を実施する予定。

久元神戸市長発言
（平成２６年６月２６日 第１回定例市会第１２日）

釜山港に対峙できるターミナル貸付
料の50パーセント低減を、経営統合を
機に10月から実施する。これらの施策機に10月から実施する。これらの施策
を強力に推進することで、メガキャリ
アから選択される港として、神戸経済
だけでなく我が国産業全体の国際競争産 体 際競
力の強化を支える港湾運営を目指して
いく。

【出典】平成２６年７月１１日（金）マリタイムデーリーニュース
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空コンテナ蔵置場の確保

海上コンテナ物流の陸上部分の輸送体系を見直し、実入りコンテナと空コンテナの処理を分

別添11-1

離・効率化するため、コンテナターミナル近傍に空コンテナ蔵置場等を確保する。また、
ゲート周辺の渋滞緩和につなげることで、阪神港の利便性向上およびコンテナ貨物の集貨機能強
化を図る。

（既存例）【空コンテナ蔵置場等（大阪港）】（既存例）【空コンテナ等蔵置場（神戸港）】

PI2期北埠頭 面積： 5.6ha

PI2期南埠頭 面積： 15.8ha

参考：PC16西側
コンテナ車両待機場（C8）
収容台数： 84台

空コンテナ等蔵置場 南港C8地区南
面積： 0 7ha

○整備効果
・当該蔵置場に空コンテナを蔵置できるため、ターミナル内の実
入り蔵置ヤ ドが増加し ヤ ド内の作業効率が向上

面積： 0.7ha

入り蔵置ヤードが増加し、ヤード内の作業効率が向上
・空コンテナの本船揚積作業がダイレクトに当該蔵置場で行える
ようになり、作業効率が向上

・コンテナの搬出入で発生していた渋滞の緩和

空コンテナ蔵置場

コンテナ車両待機場所
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東京港大井ふ頭その1・その2間の埋立てによるバン・シャーシープール等の整備 別添11-2

大井その１・その２間の埋立てにより、約２１ヘクタールの新たな土地を確保し、バン・
シャーシープールなどコンテナ関連用地として活用していく。

○概要
・大井その１・その２間約２１ヘクタールを埋立て、
コンテナ関連用地を確保

○スケジュール

H26 H27 H28 H29コンテナ関連用地を確保

第二工区部分

東京港大井ふ頭

H26 H27 H28 H29

大井その１・その２間埋立

第
一

供
用

第
二

供
用

第一工区部分

大井その１・その２間埋立
工
区

開
始

工
区

開
始

埋立・施設整備 埋立・施設整備

既存のバン・シャーシープール

○効果
・新たなコンテナ関連施設の整備や、既存

施設の集約のための種地を確保

既存のバン シャ シ プ ル

施設の集約のための種地を確保
・第一工区部分約１２ヘクタールについては、

大井地区の渋滞解消に向けた車両待機
場用地の確保のため、既存のバン・シャー

移転

場用地の確保のため、既存の ン シャ
シープールを移転・再整備し、平成２８年
度の供用開始を予定
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国際コンテナ戦略港湾における高規格コンテナターミナルの整備推進

国際コンテナ戦略港湾における高規格コンテナターミナルの整備を進め、２０１６年度ま

別添12

国際コンテナ戦略港湾における高規格コンテナタ ミナルの整備を進め、２０１６年度ま
でに現状３バースを１２バースとする。

【平成２６年度の実施中プロジェクト】

[北港南地区]
国際海上コンテナターミナル整備
事業(水深16ｍ等) C12等北港南

大阪港

中央防波堤外側

東京港

中央防波堤外側

[中央防波堤外側地区]
国際コンテナ戦略港湾機能

[中央防波堤外側地区]
国際海上コンテナターミナル
整備事業(水深16m) Y2

[六甲アイランド地区]
国際コンテナ戦略港湾
機能強化事業(水深16m)
RC6,RC7

[ポートアイランド（第2期）地区]
国際海上コンテナターミナル
整備事業（水深16m等）
PC13～18等

六甲ｱｲﾗﾝﾄﾞﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ
(第2期)

神戸港

本牧ふ頭

横浜港

国際コンテナ戦略港湾機能
強化事業(水深16m) Y3

[南本牧ふ頭地区]
国際コンテナ戦略港湾
機能強化事業(水深18m) MC4

本牧ふ頭

南本牧ふ頭

[南本牧ふ頭地区]
国際海上コンテナターミナル
整備事業(水深16m) MC3

[本牧地区]
国際海上コンテナターミナル
整備事業(水深16m) D4,D5

2013年度まで 2014年度 2015年度以降

【整備状況と今後の見込み】

南本牧ふ頭 整備事業(水深 6m) MC3

大水深・高規格コンテナ
ターミナルの整備

阪神港 ・５バース暫定供用 ・２０１６年度までに５バース供用予定

京浜港 ・３バース供用 ・１バース暫定供用予定
・３バース供用予定

・２０１６年度までに１バース供用予定
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コンテナ搬出入予約制の導入

○国際コンテナ戦略港湾では、コンテナ取扱量の増加に伴い、コンテナを搬出入するトラックによる渋滞が恒常的

別添13

○国際 ンテナ戦略港湾では、 ンテナ取扱量の増加に伴 、 ンテナを搬出入するトラックによる渋滞が恒常的
に発生している。

○渋滞緩和の対策として、これまでも、コンテナターミナルの容量拡大・処理能力向上、ゲート前のウェブカメラ映像
の提供等の取組みを総合的に推進してきたところ。

○平成25年度には 横浜港において コンテナ搬出入予約制のプレ実証実験及び実証実験が行われたところ○平成25年度には、横浜港において、コンテナ搬出入予約制のプレ実証実験及び実証実験が行われたところ。
○平成26年度においては、これらの実験の結果等を踏まえ、横浜港完全予約制の実施に向けて調整中。

予約制のイメージコンテナターミナル前の渋滞状況の一例

登録機能オーダー機能
ｼｽﾃﾑ

（関係者間の手続きとシステムの機能 ）

オーダー 登録海貨業者 陸運事業者 ターミナル

①コンテナ搬出入の繁閑の
平準化

②予約情報に基づく荷役作業
やゲ トレ ンの運用の効率化

予約制の導入による効果

平準化 やゲートレーンの運用の効率化
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ターミナルオペレーション統合システムの構築

○国際コンテナ戦略港湾では、船社がターミナルを借り受け、コンテナの管理や荷役作業の指示を行うターミナル

別添14

オペレーションシステム（TOS）を導入し、船社と契約している港運会社（オペレーター）がTOSを利用して港運業
務を行っているため、全ターミナル見渡した効率的な運用（ターミナルの一体的運用）は行われていない。

○戦略港湾におけるターミナルの一体的運用に向けた環境整備を図るため、各ターミナルのＴＯＳを相互に接続す
るターミナルオペレーション統合システムの導入を図るるタ ミナルオペレ ション統合システムの導入を図る。

○平成26年度においては、コンテナターミナルの一体的運営のための情報共有に向けた調査を実施。

【現状】 【導入後】 沖待ち、バースホッピングの解消
アライアンスの深化にも対応

沖待ちするA社船

A社

A社 B社 C社 A社 A社

A社

B社 C社

アライアンスの深化にも対応

オペレーター（Ａ社系）

TOS TOSTOS

オペレーター（Ｂ社系） オペレーター（Ｃ社系）
オペレーター（Ａ社系） オペレーター（Ｂ社系） オペレーター（Ｃ社系）

TOS TOSTOS

ﾒｰﾙ・FAX ﾒｰﾙ・FAX

入力 抽出 入力 抽出 入力 抽出

ターミナルオペレーション統合

TOS TOSTOS

ﾒｰﾙ・FAX

TOSがそれぞれ独立している
⇒メールやFAXでコンテナ情報を交換しコンテナを管理。
⇒バ スウィンドウ 荷役機械等の効率的・機動的な運用が困

システム

TOSが相互に接続される
⇒他社系のターミナルや他社の船に積まれたコンテナ情報を、
統合システム上で共有することにより コンテナ管理を効率化⇒バースウィンドウ、荷役機械等の効率的・機動的な運用が困

難。
⇒沖待ちやバースホッピングの発生。またアライアンスの深化
に対応困難。

統合システム上で共有することにより、コンテナ管理を効率化。
⇒バースウィンドウ、荷役機械等の効率的・機動的な運用。
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海外とのコンテナ物流情報の可視化の推進 別添15

○従来、荷主や物流事業者は港湾に預けた貨物の所在や予定との乖離（早着、遅延）を個別に電話やFAX等で確認してい
たため、貨物輸送に係る配車や在庫管理の支障となっていた。

○このため、日中韓の３カ国は、荷主や物流事業者が各国の主要港におけるコンテナ物流情報をタイムリーかつ効率的に
把握できるようにするため、平成22年にコンテナ物流情報の共有を行う「北東アジア物流情報サービスネットワーク
（NEAL-NET）」の構築に合意し、物流情報提供サービス開始に向けた取組を進めてきたところである。（NEAL NET）」の構築に合意し、物流情報提供サ ビス開始に向けた取組を進めてきたところである。

○平成26年８月25日に本サービスを開始したことにより、日本、中国、韓国の３カ国間において、①コンテナ船の到着・出発
時刻、②コンテナの船積み・船卸し時刻、③コンテナのゲートイン・ゲートアウト時刻に関する情報の取得が可能となった。

※ NEAL-NET： Northeast Asia Logistics Information Service Network の略称

コンテナコンテナ

物流情報の可視化のイメージ物流情報の可視化のイメージ

Colinsにより可視化が進んでいた部分：

コンテナ船

NEAL-NETによるコンテナ物流情報提供サービスにより、我が国で新たに可視化が可能となった部分：

状態：ゲートイン
時間：x月x日xx:xx

状態：船積み
時間：x月x日xx:xx

状態：離岸/着岸
時間：x月x日xx:xx

状態：船卸し
時間：x月x日xx:xx

状態：ゲートアウト
時間：x月x日xx:xx

NEAL-NETのイメージNEAL-NETのイメージ

日本の港湾 中国・韓国の港湾
倉庫 販売店工場

Colinsにて閲覧可能な情報Colinsにて閲覧可能な情報 ○CY搬出可否情報
各ターミナルのシステムから提供される
輸入コンテナ搬出可否情報を表示※うち、本サービスにて新たに中国及び

Colins

コンテナ物流情報
システム

○混雑ウェブカメラ画像
港頭地区に設置したウェブカメラ画像を
リアルタイムに提供。

輸入コンテナ搬出可否情報を表示。

○船舶動静情報※

各ターミナル、港湾管理者、AISか
ら提供される船舶動静情報を表示

※うち、本サ 新た 中国及び
韓国の情報が可視化された部分

17
コンテナ物流情報

システム

SP-IDCLOG-INK
コンテナ物流情報

システム

○ゲートオープン時間情報
ターミナルオープン時間などの各ターミ
ナルのお知らせ掲示板。

ら提供される船舶動静情報を表示。

○貨物トラッキング情報※

貨物位置情報を表示。

（ただし、これらの情報は、当該貨物の荷主、貨物取扱事業者等のみ入手可能。）



国際コンテナ戦略港湾の港湾運営会社への国出資

港湾運営会社とは （平成２３年制度創設）

別添16

京 浜 港 、 阪 神 港 毎 に １ を 限 っ て 指 定 す る 株 式 会 社 で 、 民 間 の 視 点 で の 効 率 的 な 港 湾 運 営 を 行 う も の

● 国 、 港 湾 管 理 者 か ら 事 業 基 盤 と な る コ ン テ ナ
タ ー ミ ナ ル 等 を 借 り 受 け 一 体 運 営

● 民 間 人 社 長 の 登 用 、 民 間 の 契 約 方 式 の 活 用 、
民 間 資 本 の 導 入 等 に よ る 効 率 的 な 港 湾 運 営タ ー ミ ナ ル 等 を 借 り 受 け 、 一 体 運 営 民 間 資 本 の 導 入 等 に よ る 効 率 的 な 港 湾 運 営

基幹航路の我が国への寄港が著しく減少

国際戦略港湾の港湾運営会社に対する国の出資 （平成２６年改正事項）

国際戦略港湾の港湾運営会社に対して、国の出資を可能とする
広域集貨など全国的課題への対応

国出資の意義 国出資の効果

● 国 、 港 湾 管 理 者 、
間 事 業 者 が 港

● 国 の 信 用 力 や ネ ッ ト ワ ー ク を
背 景 と た 全 か ら 貨 物 集 京浜港

釜山港

民 間 事 業 者 が 、 港
湾 運 営 に お い て 協
働 で き る 体 制 を 構
築 す る

背 景 と し た 全 国 か ら の 貨 物 集
約 や 、 海 外 船 社 へ の 航 路 誘 致
活 動 な ど 、 全 国 的 見 地 か ら 取
り 組 む べ き 課 題 等 に 迅 速 か つ
総 合 的 対 応 す る と が 能

京浜港

阪神港

国際戦略港湾を通じ
基幹航路に接続

● 港 湾 運 営 会 社 の
財 務 基 盤 を 強 化 す

● 国 際 競 争 力 を 有 す る タ ー ミ ナ
ル 運 営 の た め の 設 備 投 資 の 促

総 合 的 に 対 応 す る こ と が 可 能
と な る

基幹航路に接続

設備投資の促進

財 務 基 盤 を 強 化 す
る

ル 運 営 の た め の 設 備 投 資 の 促
進 等 が 図 ら れ る

高能率コンテナクレーンコンテナ２個吊りクレーン
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26年度 27年度～23年度 25年度

H23 3 31

港湾運営会社指定等のスケジュール（国際コンテナ戦略港湾）

28年度24年度

12/15

別添17

6.18   特例港湾運営会社
の指定の失効

H23.3.31
改
正
港
湾
法
公

H24.6.19 6.18 特例港湾運営会社の指定申請期限

特例港湾運営会社 指定申請期限

埠頭群の区分の指定から1年 埠頭群の区分の指定から4年埠頭群の区分の指定

【阪神港】

12/15
改
正
法
施
行

大阪港埠頭株式会社【大阪港】
経営統合H23.4.1

特例港湾運営会社

特例港湾運営会社指定

公
布

H24 8 28申請 H24 10 17

H24.9.12 9.11 特例港湾運営会社の指定申請期限 9.11   特例港湾運営会社
の指定の失効

【京浜港】

前倒し

H26 10 1大阪港埠頭株式会社

神戸港埠頭株式会社

【大阪港】

【神戸港】

【阪神港】
港湾運営会社

川端芳文社長就任
(H23.6.27 元野村證券顧問）

阪
神
港

特例港湾運営会社

特例港湾運営会社

H24.8.28申請 H24.10.17

H23.4.1
H24.8.28申請 H24.10.17

H26.10.1

【東京港】

神戸港埠頭株式会社

経営統合

犬伏泰夫社長就任
（H23.4.1 元神戸製鋼所社長）

特例港湾運営会社

H20.4.1 H25 9 10申請

特例港湾運営会社指定
H26 1 8

申請

【京浜港】

港湾運営会社京

平野裕司社長就任
（H25.4.1 元日本郵船副社長）

特例港湾運営会社東京港埠頭株式会社

H20.4.1 H25.9.10申請

S35.8.16【川崎港】 H25.9.9申請

H26.1.8

H26.1.8

【横浜港】

港湾運営会社京
浜
港

特例港湾運営会社指定

川崎臨港倉庫株式会社

(H25.9.1より川崎臨港倉庫埠頭株式会社） 永野幸三会長就任
（H25.6. 24 元川崎臨港倉庫社長）

特例港湾運営会社
H25.9.9申請

国の出資は 経営統

H26.1.8

【横浜港】

髙島正之社長就任
（H24.6.29 元三菱商事副社長）

特例港湾運営会社

H24.4.1
横浜港埠頭株式会社

H24.11.16申請 H24.12.25 国の出資は、経営統
合後の港湾運営会社
に対して可能
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